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事 務 所 だ よ り  

 

令和３年９月号 

  

大大雨雨やや台台風風等等のの自自然然災災害害にによよるる休休業業ににつついいてて  
～平均賃金から算出する休業手当の考え方～ 

                  担当 伊東 毅 

 今年の夏は、まるで人気映画『天気の子』を思わせるような

連日の大雨でした。こんなに長く続いた記憶はないように思い

ます。大雨で被災された方、農作物に被害が出た皆さんには、

心よりお見舞い申し上げます。 

 線状降水帯が来そうだ！と、職員様の安全に配慮して終業時

刻を早めて帰宅を命じられた事業所もあるかと思います。これ

からの台風シーズンに、出社を見合わせる、早く帰宅させる等

の対応を取られるかと思います。この場合に、「賃金はどうす

るの？」労務担当者様は悩みます・・・ 

原則 天災地変など自然災害は、労使双方に責めがないために、使用者には賃金の支払義務がありません。 

但し、使用者が帰宅を命じた場合には、「使用者の責めによる事由」として労基法 26 条の「平均賃金の百分の

六十以上」の休業手当を検討しなければなりません。 

平均賃金は、 

前 3ヶ月間の賃金総額÷前 3ケ月間の総歴日数 か、 

前 3ヶ月間の賃金総額÷前 3ケ月間の総労働日数÷60％、のいずれか多い金額です。 

そこで、1 日 8 時間労働で、日給 8,000 円の労働者が、午前中 4 時間働いていたところで、雨脚が早くなり

安全のために午後の 4時間早退を命じた場合には、幾ら休業手当を支払えばいいの？  

 仮に、この場合の平均賃金を 6,400円とした場合は、休業手当の金額は、6,400×60％＝3,840円となります。

すでにこの労働者には、午前中に 4 時間働いていますので、午後早退しても 4,000 円の賃金は支給され、休業

手当の額より多いわけですから、別途休業手当の支給は不要になります。  

 月給制や時給制の場合にも同様の取り扱いとなりますので、平均賃金がいくらか？平均賃金の 60％の休業手

当はいくらか？その日にいくら支給するか？と計算して、不足額を休業手当として支給すれば良いことになり

ます。 

 また、月給制の場合には、休業させた時間は不就労控除しなければ、そのうえで休業手当が支給されたら二

重に補填される事になります。「会社が命じたのに控除するの？」という気持ちは理解できますが、会社も売り

上げが減じるような災害です。 

不就労控除を回避するためには、年次有給休暇の時間単位での請求を促して

下さい。 

参照 「労働基準法上 厚生労働省労働基準局編」 
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新新新型型型コココロロロナナナののの特特特例例例改改改定定定   222000222111年年年888月月月以以以降降降ののの休休休業業業ももも対対対象象象ににに      
担当 杉山 友香  

 新型コロナウイルス感染症

（以下、「新型コロナ」とい

う）の影響に伴う休業により、

著しく報酬が下がった場合

に、健康保険・厚生年金保険

料の標準報酬月額を特例で

改定することができる制度

が、2021 年 7 月まで設けられ

ていました。この特例ついて、

日本年金機構は 2021 年年 8

月から 12 月までの間に報酬

が下がった場合にも適用す

ると公表しました。すでにリ

ーフレットや Q&Aが公開され、

申請様式も整っています。新

型コロナの第 5 波により、改

めて休業とする企業もある

かと思いますので、該当する

ときには内容

を確認してお

きましょう。  

   出産育児一時金の金額改定のお知らせ 
担当  杉山  友香  

健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに、協会けんぽ等の保険者ヘ申請

すると出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金は 42 万円と表記されることが

多いのですが、実際には出産育児一時金の 40.4 万円に、産科医療補償制度の掛金 1.6 万

円が合計された額になっています。そのため、産科医療補償制度に加入していない医療機

関等で出産した場合の出産育児一時金は 40.4 万円になります。  

 今回、2022 年 1 月 1 日に産科医療補償制度の改正により、補償対象が変更され、また、掛金も 1.6 万円

から 1.2 万円に変更されることが決まっています。この制度改正に合わせて、健康保険法施行令の改正が

行われ、出産育児一時金が 2022 年 1 月 1 日から 40.8 万円に変更となることが決まりました。  

 出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金の合計は 42 万円から変更がないため、実務上の影響はほ

ぼないと判断できますが、制度についてここで再確認しておくとよいでしょう。  

※産科医療補償制度とは、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひと

なった場合、子どもと家族の経済的負担を補償する制度であり、99.9％の医

療機関等が加入しているものです。  

https://roumu.com/archives/108496.html

